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事  務  連  絡 
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都 道 府 県 

指 定 都 市 

 

都 道 府 県 

指 定 都 市 

中 核 市 

児童相談所設置市 

 

内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(避難生活担当) 

厚 生 労 働 省 健 康 局 難 病 対 策 課 

 

難病患者等に関する避難支援等体制の整備について（周知） 

 

難病及び小児慢性特定疾病対策の推進につきましては、平素より格別の御協力をいた

だき厚く御礼申し上げます。 

さて、難病患者及び小児慢性特定疾病児童等（以下「難病患者等」という。）に関す

る避難支援等体制の整備については、平成 31年４月 22日付け事務連絡（別添１）にお

いてお知らせしておりますが、本年５月に、災害対策基本法等の一部を改正する法律（令

和３年法律第 30号）が公布・施行され、同法による改正後の災害対策基本法（昭和 36

年法律第 223 号。以下「法」という。）第 49 条の 14 に基づき、市町村長に避難行動要

支援者ごとに避難支援等を実施するための計画（以下「個別避難計画」という。）の作

成が努力義務化されました。 

また、「難病・小慢対策の見直しに関する意見書」（令和３年７月厚生科学審議会疾病

対策部会難病対策委員会・社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り

方に関する専門委員会）においても、災害対応等における自治体間等の情報共有の重要

性が指摘されています（別添２）。 

これらの点に関して、下記のとおりお示しいたしますので、引き続き、貴団体内の保

健所等の関係部署や管内市町村との情報共有等の仕組みの構築など体制整備の参考に

していただきますようお願いします。 

なお、この事務連絡は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項の

規定に基づく技術的助言であること、また、内閣府から、各都道府県避難行動要支援者

名簿・個別避難計画担当部局に対して、市町村へ本事務連絡の情報提供をお願いするこ

とを申し添えます。 

 

各 

御中 

各 難病対策担当課 

小児慢性特定疾病対策担当課 



記 

 

１ 市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について個別

避難計画を作成するよう努めることとされており（法第 49 条の 14 第１項）、市町村

は、庁内の防災・福祉・保健・医療など関係部局の間で綿密な連携をするとともに、

庁外の介護支援専門員や相談支援専門員などの福祉専門職、居宅介護支援事業者や相

談支援事業者などの福祉事業者、地域の医療・看護・介護・福祉などに関する職種団

体、地域で活動する障害者団体や難病・小児慢性特定疾病患者団体等と連携を図り、

実効性ある個別避難計画の作成に取り組むこと。都道府県の難病対策担当課と小児慢

性特定疾病対策担当課におかれてはこの旨を管内の市町村の難病患者等の担当部局に

周知するとともに、連携して、個別避難計画の作成について必要な支援を行うこと。 

 

２ 個別避難計画の作成に必要な限度で、避難行動要支援者の氏名その他の避難行動要

支援者に関する情報を市町村の内部で利用することができるとされている（法第 49条

14 第４項）。そのため、指定都市の難病対策担当課並びに指定都市、中核市及び児童

相談所設置市の小児慢性特定疾病対策担当課においては、避難行動要支援者名簿の作

成時と同様、市内部での難病患者等に関する情報を共有する仕組みを構築すること。 

 

３ また、個別避難計画を作成するにあたって必要となる個人情報の収集の円滑化を図

るため、市町村は必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、

情報提供を求めることができる（法第 49条の 14第５項）。そのため、次のとおり避難

行動要支援者名簿の作成時と同様、難病患者等に関する情報を共有する仕組みを構築

すること。 

 ・都道府県の難病対策担当課は指定都市を除く市町村との間で共有 

 ・都道府県の小児慢性特定疾病対策担当課は指定都市、中核市及び児童相談所設置市

を除く市町村との間で共有 

 

４ なお、難病患者等に係る情報は、都道府県並びに指定都市、中核市及び児童相談所

設置市の個人情報保護条例に基づき、本人同意がある場合を除き、目的外利用や第三

者への提供が禁止されているが、法の規定に基づき、市町村内部における情報の利用

や都道府県が市町村からの求めに応じて行う情報の提供は、当該都道府県並びに指定

都市、中核市及び児童相談所設置市の個人情報保護条例における「法令に定めのある

場合」等に該当するものとして許容される。 

 

５ 以上１から４までのほか、避難行動要支援者の避難行動支援については、「避難行動

要支援者の避難行動支援に関する取組指針」（平成 25年８月（令和３年５月改定） 内



閣府（防災担当））を参考にすること。 

 

以上 

【参考資料】 

 ・災害対策基本法の一部抜粋 

・災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要 

・避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（平成 25 年８月（令和３年

５月改定）） 

http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/r3/pdf/2021

05shishin.pdf 

 

  【担当連絡先】 

厚生労働省健康局難病対策課 倉澤 

Ｔ e l：03-5253-1111（内線 2355） 

夜 間 直 通：03-3595-2249 

E - m a i l：nanbyou02@mhlw.go.jp 

 



（別添１） 

  



  



（別添２） 

「難病・小慢対策の見直しに関する意見書」（令和３年７月厚生科学審議会疾病対策部

会難病対策委員会・社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関

する専門委員会）（抄） 

 

第４ 地域共生の推進（療養生活支援の強化）  

１ 療養生活の環境整備について 

（２）地域協議会等について 

（対応の方向性） 

（略） 

○ また、災害時の支援や感染症対策においては、市町村が対応する場面がある

が、指定都市等以外は医療費助成の実施主体ではなく、必ずしも難病や小児

慢性特定疾病の患者に関する情報を有していない。難病や小児慢性特定疾病

の患者の命や健康を守り、緊急時に速やかに支援にあたることができるよう、

引き続き、避難行動要支援者名簿への掲載やこれを活用した個別避難計画の

策定等の推進について自治体に働きかけるとともに、個人情報の取扱いに留

意しつつ自治体内の部署間や異なる自治体間の情報共有が図られるような運

用上の工夫を検討するなど、地域において安心して暮らせる社会づくりを図

っていくことが望ましい。（以下、略） 

 



 災害対策基本法 

 （なお、改正法は令和３年５月10日公布、同年５月20日施行。下線部は改正

部分。）  

 

（避難行動要支援者名簿の作成）  

第四十九条の十 市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が

発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な

者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するも

の（以下「避難行動要支援者」という。）の把握に努めるとともに、地域防

災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否

の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために

必要な措置（以下「避難支援等」という。）を実施するための基礎とする名

簿（以下この条及び次条第一項において「避難行動要支援者名簿」とい

う。）を作成しておかなければならない。 

２ 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を

記載し、又は記録するものとする。 

一 氏名  

二 生年月日 

三 性別  

四 住所又は居所  

五 電話番号その他の連絡先  

六 避難支援等を必要とする事由  

七 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と

認める事項  

３ 市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限

度で、その保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を、その

保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用するこ

とができる。  

４ 市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のため必要

があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対し て、要配慮者

に関する情報の提供を求めることができる。 

 

（名簿情報の利用及び提供）  

第四十九条の十一 市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一

項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情

報（以下「名簿情報」という。）を、その保有に当たつて特定された利用の



目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域

防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員法（昭

和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、社会福祉法（昭和二十六

年法律第四十五号）第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会、自主

防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者（次項、第四十九条の十

四第三項第一号及び第四十九条の十五において「避難支援等関係者」とい

う。）に対し、名簿情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例

に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人（当

該名簿情報によつて識別される特定の個人をいう。次項において同じ。）の

同意が得られない場合は、この限りでない。 

３ 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避

難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると

認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他

の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿

情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。 

 

（名簿情報を提供する場合における配慮）  

第四十九条の十二 市町村長は、前条第二項又は第三項の規定により名簿情報を

提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報の提供を受

ける者に対して名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求

めることその他の当該名簿情報に係る避難行動要支援者及び第三者の権利利

益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（秘密保持義務）  

第四十九条の十三 第四十九条の十一第二項若しくは第三項の規定により名簿

情報の提供を受けた者（その者が法人である場合にあつては、その役員）若

しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる

者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避

難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（個別避難計画の作成）  

第四十九条の十四 市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、名簿情

報に係る避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援

等を実施するための計画（以下「個別避難計画」という。）を作成するよう

努めなければならない。ただし、個別避難計画を作成することについて当該



避難行動要支援者の同意が得られない場合は、この限りでない。 

２ 市町村長は、前項ただし書に規定する同意を得ようとするときは、当該同

意に係る避難行動要支援者に対し次条第二項又は第三項の規定による個別避

難計画情報の提供に係る事項について説明しなければならない。 

３ 個別避難計画には、第四十九条の十第二項第一号から第六号までに掲げる

事項のほか、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録

するものとする。 

一 避難支援等実施者（避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避

難行動要支援者について避難支援等を実施する者をいう。次条第二項にお

いて同じ。）の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先  

二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項  

三 前二号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と

認める事項 

４ 市町村長は、第一項の規定による個別避難計画の作成に必要な限度で、そ

の保有する避難行動要支援者の氏名その他の避難行動要支援者に関する情報

を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利

用することができる。 

５ 市町村長は、第一項の規定による個別避難計画の作成のため必要があると

認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、避難行動要支援者に

関する情報の提供を求めることができる。 

 

（個別避難計画情報の利用及び提供）  

第四十九条の十五 市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一

項の規定により作成した個別避難計画に記載し、又は記録された情報（以下

「個別避難計画情報」という。）を、その保有に当たつて特定された利用の

目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域

防災計画の定めるところにより、避難支援等関係者に対し、個別避難計画情

報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場

合を除き、個別避難計画情報を提供することについて当該個別避難計画情報

に係る避難行動要支援者及び避難支援等実施者（次項、次条及び第四十九条

の十七において「避難行動要支援者等」という。）の同意が得られない場合

は、この限りでない。 

３ 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避

難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると

認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他



の者に対し、個別避難計画情報を提供することができる。この場合において

は、個別避難計画情報を提供することについて当該個別避難計画情報に係る

避難行動要支援者等の同意を得ることを要しない。 

４ 前二項に定めるもののほか、市町村長は、個別避難計画情報に係る避難行

動要支援者以外の避難行動要支援者について避難支援等が円滑かつ迅速に実

施されるよう、避難支援等関係者に対する必要な情報の提供その他の必要な

配慮をするものとする。 

 

（個別避難計画情報を提供する場合における配慮） 

第四十九条の十六 市町村長は、前条第二項又は第三項の規定により個別避難計

画情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、個別避難計

画情報の提供を受ける者に対して個別避難計画情報の漏えいの防止のために

必要な措置を講ずるよう求めることその他の当該個別避難計画情報に係る避

難行動要支援者及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

 

（秘密保持義務） 

第四十九条の十七 第四十九条の十五第二項若しくは第三項の規定により個別

避難計画情報の提供を受けた者（その者が法人である場合にあつては、その

役員）若しくは、その職員その他の当該個別避難計画情報を利用して避難支

援等の実施に携わる者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当

該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。 



災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要
趣 旨

改正内容

頻発する自然災害に対応して、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保及び災害対策
の実施体制の強化を図るため、以下の措置を講ずることとする。

公布日：令和３年５月10日 施行期日：令和３年５月20日

①災害時における円滑かつ迅速な避難の確保

②災害対策の実施体制の強化

非常災害等が発生するおそれがある段階における災害救助法の適用
国の災害対策本部が設置されたときは、これまで適用できなかった災害が発生する前段階においても、
災害救助法の適用を可能とし、都道府県等が避難所の供与を実施。

１）非常災害対策本部の本部長を内閣総理大臣に変更
２）防災担当大臣を本部長とする特定災害対策本部の設置（※）

※非常災害に至らない、死者・行方不明者数十人規模の災害について設置

３）内閣危機管理監の中央防災会議の委員への追加

内閣府における防災担当大臣の必置化

１．災害対策基本法の一部改正

３．災害救助法の一部改正

２．内閣府設置法の一部改正

３）災害発生のおそれ段階での国の災害対策本部の設置／
広域避難に係る居住者等の受入れに関する規定の措置等

災害発生のおそれ段階において、国の災害対策本部の設置を可能と
するとともに、市町村長が居住者等を安全な他の市町村に避難（広域
避難）させるに当たって、必要となる市町村間の協議を可能とするため
の規定等を措置。

２）個別避難計画（※）の作成
＜課題＞
避難行動要支援者名簿（平成25年に作成義
務化）は、約99％の市町村において作成される
など、普及が進んだものの、いまだ災害により、多く
の高齢者が被害を受けており、避難の実効性の確
保に課題。

１）避難勧告・避難指示の一本化等

目標・効果
○広域避難に関する取組の推進
広域避難を検討している市町村における広域避難のための協定の締結割合 2020年度：80％ ⇒ 2025年度：100％

令和２年７月豪雨時の非常災害対策本部

＜課題＞
本来避難すべき避難勧告のタイミングで避難せ
ず、逃げ遅れにより被災する者が多数発生。 避
難勧告と指示の違いも十分に理解されていない。

＜対応＞
避難勧告・指示を一本化し、従来の勧告の段階
から避難指示を行うこととし、避難情報のあり方を包
括的に見直し。

＜対応＞
避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図
る観点から、個別避難計画について、市町村に作
成を努力義務化。

近年の災害における犠牲者のうち高齢者（65歳以上）が占める割合
令和元年東日本台風：約65％ 令和２年７月豪雨：約79％

住民アンケート
・避難勧告で避難すると回答した者：26.4％
・避難指示で避難すると回答した者：40.0％

任意の取組として計画の作成が完了している市町村 約10％
任意の取組として一部の計画の作成が完了している市町村 約57％

避難情報の報道イメージ（内閣府で撮影）

※ 避難行動要支援者（高齢者、障害者等）ごとに、
避難支援を行う者や避難先等の情報を記載した計画。

避難行動要支援者が災害時に避難する際のイメージ

大規模河川氾濫時の他市町村への避難イメージ

※併せて、マイナンバー法を改正し、名簿・計画の作成等に当たりマイナンバーに紐付く情報を活用

（内閣府（防災担当））



事 務 連 絡  

令和３年 12 月 14 日  

 

各都道府県 

避難行動要支援者名簿主管部局 

 個 別 避 難 計 画 主 管 部 局 

 

内閣府政策統括官（防災担当）付  

   参事官（避難生活担当） 

 

 

難病患者等に係る避難支援等体制の整備について 

 

 

 防災行政の推進につきましては、日頃から格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、本年５月に、災害対策基本法等の一部を改正する法律（令和３年法律第 30号）が

公布・施行され、同法による改正後の災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 49条

の 14に基づき、市町村長は地域防災計画に定めるところにより、個別避難計画の作成に努

めることとされたところです。また、個別避難計画に記載・記録された情報については、

内部での目的外利用、平常時及び災害時（災害のおそれがある場合を含む。）における外部

提供についても、同法において個人情報保護との関係が整理されたところです。 

今般、難病患者等に係る避難支援等体制の整備について、厚生労働省と連名により、各

都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市※の難病対策担当部局及び小児慢性特定疾

病対策担当部局あて、別添のとおり通知いたしましたので、お知らせいたします。 

※中核市・児童相談所設置市は、小児慢性特定疾病担当部局のみ 

つきましては、貴都道府県の庁内の関係部局及び管内の市町村に対してこの旨を周知し

ていただき、難病患者等を含む避難行動要支援者への適切な避難支援等について助言等い

ただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 
 

<連絡先> 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活）付 

 藤田参事官補佐、塚原主査、松崎事務官 

 T E L :03-3501-5191(直通) 

E-mail: y-hinan.k4n@cao.go.jp 
 

御中 



自治体と保健所の関係について
（別添）「難病患者等に関する避難支援等体制の整備について」（事務連絡）に関するイメージ図

 難病等の患者情報については、①都道府県市難病等担当課において医療費助成の支給認定情報を、②各
保健所において在宅療養支援が必要な患者一人ひとりの症状等の情報を把握しているため、市町村防災
関係担当課が必要とする情報について、それぞれ（または都道府県市難病等担当課からまとめて）提供
される。

「難病患者」に関する事務連絡が示している情報共有のイメージ

市町村
担当課

情報⇒

本庁・区役所
担当課

「小慢患者」に関する事務連絡が示している情報共有のイメージ

市町村
担当課

本庁・区役所
担当課

中核市
担当課

市役所
担当課

※政令市・中核市・児童相談所設置市除く

２パターン

４パターン

情報⇒

情報⇒

情報⇒

情報⇒

情報⇒

都道府県難病対策課
都道府県保健所

児童相談所設置市（※）小慢担当課
児童相談所設置市（※）保健所

政令指定都市難病対策課
政令指定都市保健所

都道府県小慢担当課
都道府県保健所

政令指定都市小慢担当課
政令指定都市保健所

中核市小慢担当課
中核市保健所

（※）世田谷区、江戸川区、荒川区、港区を含む。

参考
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